
利用でき る方
　竜泉福祉センターを利用するには、事前の利用者登録が必要です。
利用者登録には、「個人登録」「団体登録」「竜泉福祉センター団体登録」の3種類があり
ます。登録は、竜泉福祉センター1階窓口にて受付を行います。
　なお、3階交流ラウンジのみご利用される方は登録不要です。
（1）	個人登録（台東区公共施設予約システムへの登録）

（2）	団体登録（台東区公共施設予約システムへの登録）

（3）	竜泉福祉センター団体登録　　　　
	 ・台東区内に住所を有する年齢65歳以上の方が、構成員の6割以上を占める5名以上の団体
	 ・高齢者への支援を目的とした活動を行う団体
	 		（構成員が5名以上であり、かつ代表者が台東区内在住、在勤又は在学者である団体）

※竜泉福祉センター登録団体が、3階を除く施設を利用する時は、（2）団体登録（台東区公共施設予約システムへの登録）も必要となります。

区内個人：台東区内に在住、在勤または在学する15歳以上（中学生不可）の個人の方

区外個人：上記のいずれにも該当しない15歳以上（中学生不可）の個人の方

区内団体：構成員が2名以上であり、かつ代表者が台東区内在住、在勤又は在学者である団体

区外団体：構成員が2名以上であり、区内団体に該当しない団体

1 	利用するときは「利用承認書」又は、「利用者登録カード及びスマートフォン等での予約の詳細画面」
を1階受付窓口にご提示ください。

2 	利用時間は、事前準備及び後片付けの時間を含みます。
3 	会場責任者は、設備を原状に戻し1階受付に「利用終了届」を提出してください。
4 	運動室・小運動室では室内シューズへ履き替えてください。
5 	施設利用時に出たごみは、全て利用者がお持ち帰りください。
6 	営利目的での利用や撮影、営利目的での物品販売等はできません。
7 	施設内の各室・敷地内は、飲食・火気の使用・喫煙禁止です。
8 	他の利用者や近隣に迷惑にならないようしてください。酒気を帯びての入館はできません。
9 	設備・備品等を破損した場合は、相当額を弁償していただきます。
10 	その他施設の決まりを守り職員の指示に従ってください。
11 	利用者等が暴力団員でないことを確認するため申請書を関係機関に提出することがあります。
12 	台東区では、特定の民族や国籍の人々を排除する差別的言動（ヘイトスピーチ）の解消に向けた啓発
に取り組んでいます。利用者の皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いします。

利用上の諸注意
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申 込 か ら 利 用 まで 予約方法は、 仮予約      本予約（支払い） の流れになります。 ●支払期限までに支払いがないとキャンセルとなります。
●支払期限が休館日に当たる場合は、その翌開館日が期限です。

台東区公共施設予約システムへの登録が必要です。

台東区公共施設予約システムへの登録が必要です。

（1）、（2）を利用の際は、台東区公共施設予約システムへの登録が必要です。

利 用 日

利用当日は、下記書類を
ご持参のうえ、
1階窓口にお越しください。

台東区公共施設
予約システムで
支払いされた方

利用承認書

利用者
登録カード

スマートフォン等の
予約の
承認画面

利用承認書

窓口で支払いされた方

区内個人・区内団体1

区外個人・区外団体2

竜泉福祉センター登録団体3

先着順予約 仮予約

先着順予約 仮予約

先着順予約 仮予約

先着順予約 仮予約

先着順予約 仮予約 本予約

先着順予約 仮予約

機械抽選

抽選会 利用料金支払い 本予約

当選確認 仮予約  
及び利用料金支払い 本予約

利用料金支払い 本予約

利用料金支払い 本予約

利用月の3か月前の20日から利用日の前日まで、窓口と台東区公共施設
予約システムで受け付けます。

利用月の1か月前の2日（窓口では1月のみ4日）から利用日の前日まで、
窓口と台東区公共施設予約システムで受け付けます。

抽選会終了後から利用日の前日まで、窓口で受け付けます。
※利用月の3か月前の20日から台東区公共施設予約システムでも受け付けます。

抽選会終了後から利用日の前日まで、窓口で受け付けます。（注）
（注）	利用月の1か月前の1日から17日（1月のみ21日）までは窓口での予約はできません。
	 	 利用月の1か月前の18日（1月のみ22日）から台東区公共施設予約システムでも受け付けます。

抽選会終了後から利用日の前日まで、窓口で受け付けます。
（注）台東区公共施設予約システムでは予約ができません。

予約日から7日以内に、窓口に「申請書」を提出してください。
その際、「利用承認書」を発行いたします。

利用月の1か月前の18日（1月のみ22日）から利用日の前日まで、窓口と
台東区公共施設予約システムで受け付けます。

利用月の1か月前 の 
1日から7日（1月のみ 
4日〜11日）までの間、
台東区公共施設予約シ
ステムで、抽選申込を受
け付けます。

利用月の3か月前の
1日※に、抽選会を実施
します。（仮予約）

※休館日と重なった場合
は翌開館日。

予約日から7日以内にお支
払いください。

当選された方は、利用月の1か月前の11日
から17日（ 1月のみ15日〜21日）までに、
当選分の利用確定（仮予約）を行い、台東区公
共施設予約システムでクレジットカード決済を行
うか、窓口にてお支払いください。

窓口と台東区公共施設予約システムどちらも、予約日から
7日以内にお支払いください。

窓口と台東区公共施設予約システムどちらも、
予約日から7日以内にお支払いください。

機械抽選終了後の空き施設について

先着順予約 仮予約 利用料金支払い 本予約

利用月の1か月前の18日（1月の
み22日）から利用日の前日まで窓
口と台東区公共施設予約システムで
受け付けます。

窓口と台東区公共 施設
予約システムどちらも、
予約日から7日以内に利
用料金をお支払いください。

（3） 3 階

 教 養 室
 和　　室
 小ホール

（2） 運 動 室
 小運動室

（1） 研 修 室
 活 動 室
 ホ ー ル

（1） 研 修 室
 活 動 室
 ホ ー ル

（2） 運 動 室
 小運動室

（2） 運 動 室
 小運動室

（1） 研 修 室
 活 動 室
 ホ ー ル

竜泉福祉センター
登録団体のみ利用可



窓口で手続きをされた方は、申請書を持参の上、窓口にお越しください。
台東区公共施設予約システムで手続きされた方は、予約システムにて手続きをお願いいたします。

本予約（支払い）後のキャンセルについては、利用日より遡って２か月前まで無料です。
それ以降については、有料となります。

利用者のご都合により利用をキャンセルする場合
利用料の還付金額の割合は以下のとおりです。

利用日2か月前まで 利用日15日前まで 利用日7日前まで 利用日6日前〜当日

全額還付 8割還付 5割還付 還付なし
	※災害等、利用者の責に帰せられない理由により利用できなくなった場合は全額還付します。

仮 予 約

本 予 約

利 用 料 金
令和6年10月1日現在

区分 貸 出 施 設
午　前 午　後 夜　間 全　日

9：00〜12：00 13：00〜17：00 18：00〜21：00 9：00〜21：00

2階
201研修室 3,300円 4,000円 4,600円 11,900円

202研修室 1,800円 2,400円 2,500円 6,700円

4階

403活動室 1,800円 2,400円 2,500円 6,700円

401小運動室
900円 1,200円 1,800円 3,600円

（1,080円） （1,440円） （2,160円） （4,320円）

402小運動室
900円 1,200円 1,800円 3,600円

（1,080円） （1,440円） （2,160円） （4,320円）

5階
501活動室 1,200円 1,600円 1,700円 4,500円

ホ ー ル 5,500円 6,700円 7,700円 19,900円

6階 運 動 室 2,700円 3,600円 5,500円 10,200円
（3,240円） （4,320円） （6,600円） （12,240円）

※区外団体、区外個人が利用する場合は、上記表の利用料金の5割増しです。
※（　　）は土曜日、日曜日、祝日の料金です。
※入場料等を徴収する場合は、施設にお問合せください。

予約変更・キャンセルについて

台東区立竜泉福祉センター 「いきいきてらす」　電話 03-6802-3011
〒110-0012		東京都台東区竜泉2-10-5

 問合せ先


